
  

一 

令和 7 年 4 月 8 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１４０３０号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

道
路
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を
次 

の
と
お
り
変
更
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
七
年 

四
月
八
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
四
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路
線
名 

三
百
五
十
六
号 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 
 
 
 
 
 

長 

香
取
郡
東
庄
町

笹
川
い
字
大
木

戸
六
七
二
番
二

地
先
か
ら
六
七

四
番
一
地
先
ま

で 

前 

八
・
二
三
メ
□
ト
ル
か
ら 

一
〇
・
八
一
メ
□
ト
ル
ま
で 

六
二
・
三
三
メ
□
ト
ル 

後 

一
〇
・
五
四
メ
□
ト
ル
か
ら 

一
六
・
四
七
メ
□
ト
ル
ま
で 

六
二
・
三
三
メ
□
ト
ル 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                   

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

4 

月

8

日 

定 
 

例 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

。
 

 
 

令
和

７
年

４
月

８
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

杉
 

野
 

 
可

 
愛

 
 

 

１
 

入
札

に
付

す
る

事
項

 

（
１

）
購

入
等

件
名

及
び

数
量

 
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

電
子

申
請

シ
ス

テ
ム

開
発

運
用

業
務

委
託

 
一

式
 

（
２

）
調

達
案

件
の

仕
様

等
 

入
札

説
明

書
及

び
要

求
水

準
書

等
に

よ
る

。
 

（
３

）
履

行
期

間
 

契
約

締
結

日
か

ら
令

和
１

３
年

３
月

３
１

日
ま

で
 

（
４

）
履

行
場

所
 

千
葉

県
教

育
委

員
会

教
育

長
が

指
定

す
る

場
所

 

（
５

）
入

札
方

法
 

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
２

２
年

政
令

第
１

６
号

）
第

１
６

７
条

の
１

０
の

２
に

規
定

す
る

総
合

評
価

一
般

競
争

入
札

に
よ

り
行

う
の

で
、

入
札

書
等

（
入

札
書

及
び

提
案

に
係

る
性

能
、

機
能

、
技

術
等

に
関

す
る

書
類

（
以

下
「

業
務

提
案

書
」

と
い

う
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

提
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

落
札

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
当

該
金

額
の

１
０

パ
ー

セ
ン

ト
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
た

金
額

（
当

該
金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

も
っ

て
落

札
価

格
と

す
る

の

で
、

入
札

者
は

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ
る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
見

積
も

っ
た

契
約

金
額

の
１

１
０

分
の

１
０

０
に

相
当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

（
６

）
予

定
価

格
 

７
６

，
６

９
１

，
７

３
６

円
（

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

を
含

む
。

）
 

２
 

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

 

（
１

）
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
６

７
条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

 

（
２

）
物

品
等

入
札

参
加

業
者

適
格

者
名

簿
に

登
載

さ
れ

て
い

る
者

の
う

ち
、

委
託

に
お

い
て

Ａ
の

等
級

に
格

付
け

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

 

（
３

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
く

入
札

参
加

資
格

の
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
４

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
千

葉
県

物
品

等
指

名
競

争
入

札
参

加
者

指
名

停
止

等
基

準
（

昭
和

５
７

年
１

２
月

１
日

制
定

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
及

び
物

品
調

達
等

の
契

約
に

係
る

暴
力

団
等

排
除

措
置

要
領

に
基

づ
く

入
札

参
加

除
外

措
置

を
受

け
て

い
る

日
が

含
ま

れ
な

い
こ

と
。

 

（
５

）
（

１
）

か
ら

（
４

）
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
入

札
説

明
書

に
定

め
る

入
札

参
加

資
格

要
件

を
満

た
す

者
で

あ
る

こ
と

。
 

３
 

入
札

書
等

の
提

出
場

所
等

 

（
１

）
入

札
書

等
の

提
出

場
所

、
契

約
条

項
を

示
す

場
所

、
入

札
説

明
書

の
交

付
場

所
及

び
問

合
せ

先
 

〒
２

６
０

－
８

６
６

２
 

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
１

番
１

号
 

千
葉

県
教

育
庁

企
画

管
理

部
財

務
課

育
英

班
 

電
話

０
４

３
（

２
２

３
）

４
０

２
７

 

（
２

）
入

札
説

明
書

の
交

付
期

間
 

令
和

７
年

４
月

８
日

か
ら

２
５

日
ま

で
（

千
葉

県
の

休
日

に
関

す
る

条
例

（
平

成
元

年
千

葉
県

条
例

第
１

号
）

第
１

条
に

規
定

す
る

県
の

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

（
３

）
入

札
書

等
の

提
出

期
限

 
令

和
７

年
５

月
１

９
日

午
後

５
時

 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４０３０号 令和 7 年 4 月 8 日 (火曜日) 
 

 
 

 

                                   

 
 

 
 

                                   

（
４

）
開

札
の

日
時

及
び

場
所

 
令

和
７

年
５

月
２

０
日

午
前

１
０

時
 

千
葉

県
庁

中
庁

舎
９

階
教

育
庁

企
画

管
理

部
財

務
課

 

４
 

落
札

者
の

決
定

方
法

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
委

託
契

約
を

履
行

で
き

る
と

千
葉

県
教

育
委

員
会

教
育

長
が

判
断

し
た

入
札

者
で

あ
っ

て
、

総
合

評
価

の
方

法
に

よ
っ

て
得

ら
れ

た
総

合
評

価
点

の
最

も
高

い

も
の

（
以

下
「

最
高

評
価

値
者

」
と

い
う

。
）

を
落

札
者

と
す

る
。

た
だ

し
、

落
札

者
と

な
る

べ
き

者

の
入

札
価

格
に

よ
っ

て
は

、
そ

の
者

に
よ

り
当

該
契

約
の

内
容

に
適

合
し

た
履

行
が

な
さ

れ
な

い
お

そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

、
又

は
そ

の
者

と
契

約
を

締
結

す
る

こ
と

が
公

正
な

取
引

の
秩

序
を

乱

す
こ

と
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
っ

て
著

し
く

不
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

そ
の

者
を

落
札

者

と
せ

ず
、

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

し
た

他
の

者
の

う
ち

、
総

合
評

価
点

の

最
も

高
い

者
を

落
札

者
と

す
る

こ
と

が
あ

る
。

 

５
 

低
入

札
価

格
調

査
制

度
及

び
調

査
基

準
価

格
 

（
１

）
こ

の
入

札
は

、
別

に
定

め
る

「
委

託
業

務
低

入
札

価
格

調
査

実
施

要
領

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

 

（
２

）
調

査
基

準
価

格
は

、
予

定
価

格
に

１
０

０
分

の
７

０
を

乗
じ

て
得

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

た
金

額
）

と
す

る
。

 

６
 

低
入

札
価

格
調

査
 

（
１

）
最

高
評

価
値

者
の

入
札

価
格

が
調

査
基

準
価

格
を

下
回

る
場

合
は

、
落

札
者

の
決

定
を

保
留

と

し
、

調
査

を
実

施
し

た
上

で
、

後
日

落
札

者
を

決
定

す
る

。
入

札
者

に
は

当
該

決
定

内
容

を
通

知
す

る
。

 

（
２

）
最

高
評

価
値

者
で

あ
っ

て
も

、
入

札
価

格
が

調
査

基
準

価
格

を
下

回
る

場
合

は
、

必
ず

し
も

落
札

者
と

な
ら

な
い

こ
と

が
あ

る
。

 

（
３

）
調

査
基

準
価

格
を

下
回

る
価

格
を

も
っ

て
入

札
し

た
者

の
う

ち
、

落
札

者
に

必
要

な
条

件
を

満
た

し
、

か
つ

、
調

査
基

準
価

格
以

上
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

し
た

者
の

う
ち

総
合

評
価

点
の

最
も

高
い

者
に

比
し

て
総

合
評

価
点

が
同

等
以

上
で

あ
る

者
（

以
下

「
低

価
格

入
札

者
」

と
い

う
。

）
は

、
事

後
の

事
情

聴
取

等
の

調
査

に
協

力
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

お
、

最
高

評
価

値
者

で
な

く
て

も
事

情
聴

取
を

実
施

す
る

場
合

が
あ

り
、

事
情

聴
取

に
協

力
し

な
い

者
の

し
た

入
札

は
無

効
と

す
る

。
 

（
４

）
低

価
格

入
札

者
は

、
低

入
札

価
格

調
査

の
実

施
者

（
以

下
「

実
施

者
」

と
い

う
。

）
か

ら
指

示
が

あ
っ

た
日

ま
で

に
、

実
施

者
か

ら
指

示
さ

れ
た

書
類

を
作

成
し

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な

お
、

最
高

評
価

値
者

で
な

く
て

も
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

期
限

ま
で

に
提

出
し

な
い

者
の

し
た

入
札

は
無

効
と

す
る

。
 

（
５

）
落

札
と

な
る

べ
き

入
札

が
な

い
と

き
は

、
別

に
入

札
日

を
定

め
再

度
入

札
を

実
施

す
る

。
 

（
６

）
低

入
札

価
格

調
査

を
受

け
た

者
と

の
契

約
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

「
低

入
札

価
格

調
査

を
経

て
契

約
す

る
場

合
の

特
約

条
項

」
を

契
約

書
に

添
付

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

７
 

落
札

者
の

決
定

基
準

 

（
１

）
審

査
項

目
及

び
配

点
 

区
分

 
審

査
項

目
 

配
点

 

入
札

書
 

入
札

価
格

に
関

す
る

事
項

 
１

０
０

点
 

 
 

 
 

 
 

 
 

業
務

提
案

書
 

シ
ス

テ
ム

開
発

の
基

本
方

針
 

６
０

点
 

４
０

０
点

 

シ
ス

テ
ム

機
能

全
般

 
１

５
２

点
 

シ
ス

テ
ム

非
機

能
要

件
 

７
６

点
 

導
入

支
援

 
４

８
点

 

業
務

計
画

 
４

０
点

 

そ
の

他
 

２
４

点
 

（
２

）
審

査
項

目
の

評
価

方
法

 

 
 

ア
 

入
札

書
の

評
価

（
入

札
価

格
点

）
は

、
入

札
金

額
が

最
も

低
い

も
の

を
満

点
と

し
、

最
低

入
札

価
格

と
入

札
価

格
の

割
合

に
基

づ
き

算
出

し
た

点
数

と
す

る
（

小
数

第
３

位
を

四
捨

五
入

）
。

 

 
 

イ
 

業
務

提
案

書
の

評
価

（
加

点
審

査
点

）
は

、
詳

細
審

査
項

目
ご

と
に

各
配

点
内

に
お

い
て

絶
対

評
価

す
る

。
な

お
、

詳
細

審
査

項
目

は
、

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
 

 
 

ウ
 

総
合

評
価

点
は

、
入

札
価

格
点

と
加

点
審

査
点

と
を

合
計

し
た

点
数

と
す

る
。

 

８
 

そ
の

他
 

（
１

）
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
 

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

 

（
２

）
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
 

 
 

ア
 

入
札

保
証

金
 

免
除

 

 
 

イ
 

契
約

保
証

金
 

千
葉

県
財

務
規

則
（

昭
和

３
９

年
千

葉
県

規
則

第
１

３
号

の
２

）
第

９
９

条
の

規
定

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

 
入

札
者

は
、

開
札

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

か
ら

（
４

）
に

よ
り

提
出

し
た

申
請

書
等

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
４

）
入

札
参

加
資

格
の

確
認

 
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

３
（

１
）

に
示

す
場

所
に

お
い

て
別

に
配

布
す

る
一

般
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

及
び

関
係

資
料

を
次

に
よ

り
提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
て

い
な

い
者

は
、

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

ア
 

提
出

期
限

 
令

和
７

年
４

月
２

８
日

午
後

５
時

 

 
 

イ
 

提
出

場
所

 
３

（
１

）
に

示
す

場
所

 

（
５

）
入

札
の

無
効

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
の

提
出

し
た

入
札

書
、

入
札

者
に

求
め

ら
れ

た
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
提

出
し

た
入

札
書

そ
の

他
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

入
札

書
は

、
無

効
と

す
る

。
 

（
６

）
契

約
書

の
作

成
の

要
否

 
要

 

（
７

）
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
に

お
け

る
入

札
参

加
資

格
の

取
消

し
 

落
札

者
が

こ
の

公
告

に
係

る
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
は

、
入

札
条

件
の

誤
認

や
入

札
金

額
の

錯
誤

等
を

認
め

た
と

き
で

あ
っ

て

も
、

３
年

以
内

の
期

間
を

定
め

て
、

入
札

参
加

資
格

を
取

り
消

す
こ

と
が

あ
る

。
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（
８

）
そ

の
他

 
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

 

９
 

S
u
m
m
a
r
y
 

（
１

）
N
at
ur
e a

nd qu
an
ti
ty
 o
f t

he se
rv
ic
es to

 be
 r
eq
ui
re
d: De

ve
lo
pm
ent

, 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 

m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
S
y
s
t
e
m
 
f
o
r
 
G
r
a
n
t
s
 
f
o
r
 
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
l
 

S
c
h
o
l
a
r
s
h
i
p
 
(
1
 
s
e
t
)
 

（
２

）
T
i
m
e
 
l
i
m
i
t
 
f
o
r
 
t
e
n
d
e
r
:
 
5
:
0
0
 
P
.
M
.
,
 
1
9
 
M
a
y
 
2
0
2
5
 

（
３

）
C
o
n
t
a
c
t
 p
o
i
n
t
 f
o
r
 t
h
e
 n
o
t
i
c
e
:
 F
i
n
a
n
c
e
 D
i
v
i
s
i
o
n
,
 P
l
a
n
n
i
n
g
 a
n
d
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
,
 
C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
 
B
o
a
r
d
 
o
f
 
E
d
u
c
a
t
i
o
n
 
1
-
1
 
I
c
h
i
b
a
-
c
h
o
,
 
C
h
u
o
-
k
u
,
 

C
h
i
b
a
-
s
h
i
,
 
C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,
 
2
6
0
-
8
6
6
2
 
J
a
p
a
n
 
T
E
L
 
0
4
3
-
2
2
3
-
4
0
2
7
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